
○ 「災害拠点病院指定要件の一部改正について」（平成 29 年３月 31 日付け医政発 0331 第 33 号厚生労働省医政局長通知）別紙「災

害拠点病院指定要件」 新旧対照表 抄 

 

改 正 後 現  行 

別紙 災害拠点病院指定要件 

 

（１） （略） 

 

（２）施設及び設備 

  ① 医療関係 

   ア．～イ．（略） 

   ウ．その他 

     （略） 

     また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域

の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に優先

的に供給される体制を整えておくこと（ただし、医薬品

等については、都道府県・関係団体間の協定等において、

災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。）。 

  ② （略） 

 

（３）基幹災害拠点病院 

  ① （略） 

  ② （１）④について、救命救急センターであること。 

別紙 災害拠点病院指定要件 

 

（１） （略） 

 

（２）施設及び設備 

  ① 医療関係 

   ア．～イ．（略） 

   ウ．その他 

     （略） 

     また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係

団体・業者との協定の締結により、災害時に優先的に供

給される体制を整えておくこと（ただし、医薬品等につ

いては、都道府県・関係団体間の協定等において、災害

拠点病院への対応が含まれている場合は除く。）。 

  ② （略） 

 

（３）基幹災害拠点病院 

  ① （略） 

  ② （１）⑤について、救命救急センターであること。 



  ③～⑤ （略） 

 

（４）その他 

   災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等

の承認を得ることとし、指定されたものについては医療計画

に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点病院が

要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月１日時

点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解

除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であっ

て、（１）⑤又は⑥の要件を満たしていないものについては

平成 31年３月までに、（２）①ウ．についての要件を満たし

ていないものについては平成 32 年３月までに整備し、又は

実施することを前提に、また、（１）④（２）①ア．（イ）又

は（２）②ア．の要件を満たしていないものについては当面

の間、指定を継続することも可能とする。 

   指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚

生労働省に報告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調

査に協力すること。 

 

  ③～⑤ （略） 

 

（４）その他 

   災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等

の承認を得ることとし、指定されたものについては医療計画

に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点病院が

要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月１日時

点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解

除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であっ

て、（１）⑤又は⑥の要件を満たしていないものについては

平成 31 年３月までに整備し、又は実施することを前提に、

また、（１）④（２）①ア．（イ）又は（２）②ア．の要件を

満たしていないものについては当面の間、指定を継続するこ

とも可能とする。 

 

   指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚

生労働省に報告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調

査に協力すること。 

 

 

 

 


